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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化第二鉄、二酸化チタン、酸化カルシウム、酸化
マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化カリウムおよ
び酸化リチウムを含有する磁器製の鍋本体と、白金、銀の少なくとも一方を含有し前記鍋
本体の内底面および外底面の両方に形成された発熱層と、酸化ケイ素、酸化ホウ素、酸化
ナトリウム、酸化カリウムのいずれかを含有し前記発熱層を被覆するように形成された保
護層とを備えた電磁調理器用鍋であって、
　前記発熱層が形成された鍋本体の内底面および外底面の一部に、当該発熱層が存在しな
い非発熱部を設けたことを特徴とする電磁調理器用鍋。
【請求項２】
　前記非発熱部を、円形状、楕円形状、多角形状、斑点状のうちのいずれかの状態に配置
した請求項１記載の電磁調理器用鍋。
【請求項３】
　前記非発熱部を、同心円形状、同心楕円形状、同心多角形状のうちのいずれかの状態に
配置した請求項１記載の電磁調理器用鍋。
【請求項４】
　斑点状の前記非発熱部を、複数の同心円上に並ぶように配置した請求項２記載の電磁調
理器用鍋。
【請求項５】
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　斑点状に配置された前記非発熱部の形状を円形斑点とした請求項４記載の電磁調理器用
鍋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁誘導加熱を原理とする電磁調理器に使用して加熱調理を行うことのでき
る鍋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電磁調理器は、火炎なしで食材を加熱調理することができ、二酸化炭素などの燃焼ガス
も発生せず、天ぷら料理の際に油に引火するおそれもなく、エネルギー効率も高いので、
最近は一般家庭にも普及している。
【０００３】
　従来、電磁調理器に使用することのできる鍋は、電磁調理器に載せたときに渦電流が発
生して自己発熱する材料で形成されたものに限られていたが、近年、電磁調理器に使用で
きる陶磁器製あるいは非金属製の鍋が開発されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　一方、発熱膜として、土鍋の底面に溶射膜を付着させることによって形成された電磁調
理器用土鍋が提案されている（例えば、特許文献２参照。）。この電磁調理器用土鍋の製
造工程においては、金属の溶射膜が溶射後収縮して膜の周縁がめくれて剥離することがあ
るため、これを防ぐため、鍋底の中央部分に非溶射部を作り、これを中心としてリング状
の狭い非溶射部を作る、という対策がとられている。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１００１８４号公報（第２－４頁）
【特許文献２】特開２０００－２３７０４５号公報（第３－６頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載されている電磁調理器用の陶磁器は、その底部の下面に銀および白金
からなる発熱皮膜が設けられ、この発熱皮膜を覆うようにケイ酸カルシウムからなる剥離
防止皮膜が設けられているが、電磁調理器を用いた加熱調理を繰り返した場合、陶磁器お
よび発熱皮膜の熱膨張係数の違いにより、発熱皮膜に微細なクラックや亀裂が生じたり、
発熱皮膜が部分的に剥離したりすることがある。また、加熱速度の速いＡＣ２００Ｖ方式
の電磁調理器に使用すると、このようなクラック、剥離あるいは剥離が生じる可能性が高
まる。
【０００７】
　このようなクラックが発生すると、発熱皮膜が部分的に切断された状態となるため、電
磁調理器に所定通り載置しても、発熱皮膜に定格通りの渦電流が発生せず、発熱量が大幅
に低下することがある。また、発熱皮膜が部分的に剥離すると、発熱皮膜から陶磁器への
熱伝導が阻害されるので、熱効率が低下することとなる。
【０００８】
　一方、特許文献２に記載の電磁調理器用土鍋の場合、鍋底の中央部分の非溶射部を中心
として円弧状の狭い非溶射部を設けることにより、溶射後の収縮に起因する、金属溶射膜
周縁のめくれや剥離を防ぐことはできる。しかしながら、この金属溶射膜は、その厚さが
１００μｍ～１５０μｍ以上の比較的厚い膜であるため、電磁調理器を用いた加熱調理を
繰り返した場合、土鍋と金属溶射膜の熱膨張係数の違いにより、金属溶射膜に微細なクラ
ックや亀裂が生じたり、部分的に剥離したりすることがある。特に、加熱速度の速いＡＣ
２００Ｖ方式の電磁調理器に使用すると、このようなクラック、亀裂あるいは剥離が生じ
る可能性が顕著となる。また、非溶射部が円弧状であるため、金属溶射膜に発生したクラ
ックが鍋底の半径方向に進行するのを阻止できないことがある。
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【０００９】
　また、金属の溶射膜は均等に形成することが困難であり、膜厚がばらつきやすいので、
電磁調理器に載せて使用した場合、膜厚の厚い部分には大電流が流れて発熱量も大となり
、膜厚の厚い部分と膜厚の薄い部分との間にクラックや亀裂が生じることがある。このよ
うなクラックや亀裂は前述した非溶射部を設けても防止することはできない。
【００１０】
　本発明が解決しようとする課題は、発熱層にクラック、亀裂あるいは剥離が生じにくく
、耐久性に優れた電磁調理器用鍋を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の電磁調理器用鍋は、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化第二鉄、二酸化チ
タン、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化マグネシウム、酸化ナ
トリウム、酸化カリウムおよび酸化リチウムを含有する磁器製の鍋本体と、白金、銀の少
なくとも一方を含有し鍋本体の内底面および外底面の両方に形成された発熱層と、酸化ケ
イ素、酸化ホウ素、酸化ナトリウム、酸化カリウムのいずれかを含有し発熱層を被覆する
ように形成された保護層とを備えた電磁調理器用鍋であって、発熱層が形成された鍋本体
の内底面および外底面の一部に、発熱層が存在しない非発熱部を設けたことを特徴とする
。ここで、内底面とは鍋本体の内側の底面部分をいい、外底面とは鍋本体の外側の底面部
分をいう。
【００１２】
　このような構成とすることにより、電磁調理器を用いた加熱調理を繰り返した場合にお
ける、鍋本体と発熱層の熱膨張係数の違いに起因する収縮量の違いを非発熱部が緩和する
ことができるようになるため、発熱層にクラックや亀裂が生じたり、剥離したりすること
がなくなり、耐久性に優れたものとなる。また、万一、発熱層にクラックや亀裂が発生し
た場合でも、これらのクラックや亀裂の進行は非発熱部で止められるため、発熱量の低下
を招くようなクラックや亀裂に発展することがない。
【００１３】
　ここで、前記非発熱部を、円形状、楕円形状、多角形状、斑点状のうちのいずれかの状
態に配置することが望ましい。前記非発熱部を、円形状、楕円形状、多角形状に配置すれ
ば、鍋本体の底部の半径方向に進行するクラックや亀裂を防止する機能が高まる。また、
前記非発熱部を斑点状に配置すれば、進行方向に関係なくクラックや亀裂の発生を防止す
ることができる。
【００１４】
　この場合、前記非発熱部を、同心円形状、同心楕円形状、同心多角形状のうちのいずれ
かの状態に配置することが望ましい。このような状態に配置すれば、非発熱部は、鍋本体
の底面全体に均等に配置された状態となり、非発熱部が距離を隔てて複数存在することと
なるため、クラックや亀裂の発生、進行を防止する機能がさらに向上する。
【００１５】
　一方、非発熱部を斑点状に配置する場合、これらの非発熱部を、複数の同心円上に並ぶ
ように配置することが望ましい。このような配置とすれば、発熱層における渦電流の発生
状態が均一化され、発熱層の一部に渦電流が集中することがなくなるため、亀裂防止機能
が向上する。
【００１６】
　この場合、斑点状に配置された非発熱部の形状を円形斑点とすることにより、非発熱部
の外縁を形成する発熱層は滑らかな曲線である円形となるため、この非発熱部が発熱層の
亀裂やクラックの発生源となることを回避することができる。また、発熱層の熱膨張を緩
和する機能も発揮するため、亀裂やクラックの発生を防止する上で有効である。
【発明の効果】
【００１７】
（１）二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化第二鉄、二酸化チタン、酸化カルシウム、
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酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム
および酸化リチウムを含有する磁器製の鍋本体と、白金、銀の少なくとも一方を含有し鍋
本体の内底面および外底面の両方に形成された発熱層と、酸化ケイ素、酸化ホウ素、酸化
ナトリウム、酸化カリウムのいずれかを含有し発熱層を被覆するように形成された保護層
とを備え、発熱層が形成された鍋本体の内底面および外底面の一部に、発熱層が存在しな
い非発熱部を設けたことにより、鍋本体と発熱層の熱膨張係数の違いに起因する収縮量の
違いを非発熱部が緩和できるようになるため、発熱層にクラックや亀裂が生じたり、剥離
したりすることがなくなり、耐久性に優れたものとなる。また、万一、発熱層にクラック
や亀裂が発生した場合でも、これらのクラックや亀裂の進行は非発熱部で止められるため
、発熱量の低下を招くようなクラックや亀裂に発展することがない。
【００１８】
（２）前記非発熱部を円形状、楕円形状、多角形状に配置すれば、鍋本体の底部の半径方
向に進行するクラックや亀裂を防止する機能が高まり、前記非発熱部を斑点状に配置すれ
ば、その進行方向に関係なくクラックや亀裂の発生を防止することができる。
【００１９】
（３）前記非発熱部を、同心円形状、同心楕円形状、同心多角形状のうちのいずれかの状
態に配置すれば、複数の非発熱部が距離を隔てて、鍋本体の底面全体に均等に配置された
状態となるため、クラックや亀裂の発生、進行を防止する機能がさらに向上する。
【００２０】
（４）斑点状の非発熱部を、複数の同心円上に並ぶように配置すれば、発熱層における渦
電流の発生状態が均一化され、発熱層の一部に渦電流が集中することがなくなるため、亀
裂防止機能が向上する。
【００２１】
（５）斑点状に配置された非発熱部の形状を円形斑点とすることにより、非発熱部の外縁
を形成する発熱層は滑らかな曲線である円形となるため、この非発熱部が発熱層の亀裂や
クラックの発生源となることを回避することができ、非発熱部を包囲する発熱層の熱膨張
を緩和することができるため、亀裂やクラックの発生を防止する上でも有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面に基づいて、本発明を実施するための最良の形態について説明する。図１は
本発明の第１実施形態である電磁調理器用鍋を示す垂直断面図であり、図２は図１に示す
電磁調理器用鍋の底面図である。
【００２３】
　図１，図２に示すように、本実施形態の電磁調理器用鍋１において、一対の取っ手３を
有する鍋本体２は、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化第二鉄、二酸化チタン、酸化
カルシウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、
酸化カリウムおよび酸化リチウムを含有する磁器製である。この鍋本体２は、強化磁器材
料である石英、セリサイト、カオリナイト、アルミナなどを主原料として焼成されたもの
である。
【００２４】
　鍋本体２の外底面には、図２に示すように、銀を含有する発熱層４が底面視状態でドー
ナツ状に形成され、この発熱層４全体を被覆するように、酸化ケイ素、酸化ホウ素、酸化
ナトリウム、酸化カリウムを含有する保護層５が形成されている。発熱層４の内周縁４ａ
より内側の領域および外周縁４ｂと高台２ａとの間の領域には発熱層４が無く、鍋本体２
の外底面を直接、保護層５が被覆している。
【００２５】
　また、底面視状態でドーナツ状をした発熱層４には、発熱層４の存在しない円形の非発
熱部６が斑点状に多数配置されている。これらの非発熱部６においては、鍋本体２の外底
面を直接、保護層５が被覆している。なお、発熱層４は緻密な性状であるため、図２では
全面黒色で表示すべきであるが、図面表示の都合上（全面黒色にすると非発熱部６を示す
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引き出し線が発熱層４と一体化して見えなくなるため）、発熱層４を細かな点の分布によ
り表示している。
【００２６】
　図１に示すように、電磁調理器用鍋１を電磁調理器７の所定位置に載置し、電源をＯＮ
すると、電磁調理器７から発生する交番磁界によって電磁調理器用鍋１の外底面の発熱層
４に渦電流が生じ、このときの電気抵抗発熱によって発熱層４が発熱するため、この熱が
鍋本体２に伝達され、内部に収容されている食材Ｆを加熱調理することができる。
【００２７】
　このように、鍋本体２が非導電性の磁器材料で形成されていても電磁調理器７を用いた
加熱調理が可能であるため、電磁調理器用鍋１特有の機能である、遠赤外線による加熱機
能、保温機能を発揮させることができるため、便利である。また、発熱層４は銀を含有し
ているため、誘導加熱効率が高く、発熱量も高い。さらに、保護層５は、酸化ケイ素、酸
化ホウ素、酸化ナトリウム、酸化カリウムなどの釉薬成分を含有しているため、鍋本体２
および発熱層４との密着性が良好であり、洗剤や塩分などの化学薬品で腐食されず、耐久
性に優れている。
【００２８】
　また、発熱層４は、鍋本体２の外底面全体に配置せず、ドーナツ状に配置しているため
、発熱層４の構成材料である高価な銀の使用量を減らすことができるほか、渦電流による
発熱が外底面の中心付近の一カ所へ集中することを防ぐことができる。また、渦電流が均
一化されることによって発熱層４全体が均等に発熱するため、クラック、亀裂の発生を防
止することができる。そのほか、非発熱部６のミクロン単位の凹凸に対応できるという効
果もある。
【００２９】
　さらに、発熱層４を形成した領域には、発熱層４の存在しない多数の非発熱部６を斑点
状に配置しているため、電磁調理器７を用いた加熱調理を繰り返した場合の、鍋本体２と
発熱層４の熱膨張係数の違いに起因する収縮量の違いをこれらの非発熱部６が緩和するこ
とができる。このため、加熱調理を繰り返しても発熱層４にクラックや亀裂が生じたり、
剥離したりすることがなく、耐久性に優れている。また、万一、発熱層４にクラックや亀
裂が発生した場合でも、これらのクラックや亀裂の進行は非発熱部６で止められるため、
発熱量の低下を招くようなクラックや亀裂に発展することがない。
【００３０】
　なお、発熱層４を形成する方法については特に限定するものではないが、例えば、スク
リーン印刷法あるいはパッド印刷法などが好適である。このような印刷法で発熱層４を形
成した場合、発熱層４全体に多数の斑点状の非発熱部６を配置する構成としたことにより
、発熱層４の膜厚の均一性が高まるという効果も得られる。
【００３１】
　また、本実施形態では、図２に示すように、非発熱部６を、複数の同心円上に並ぶよう
に配置しているため、渦電流が一カ所へ集中することを防ぐことができ、渦電流の均一化
により発熱状態も均一化され、亀裂やクラックの発生を防止することができる。
【００３２】
　さらに、非発熱部６の形状を円形斑点としたことにより、非発熱部６の外縁を形成する
発熱層４は滑らかな円形となるため、この非発熱部６自体が発熱層４の亀裂やクラックの
発生源となることを回避することができる。また、非発熱部６を包囲する発熱層４の熱膨
張を緩和することができるため、亀裂やクラックの発生を防止する上で有効である。
【００３３】
　なお、電磁調理器用鍋１においては、発熱層４および非発熱部６の配置形状を明示する
ため保護層５を無色透明としているが、これに限定するものではないので、例えば、保護
層５に色を付けたり、保護層５の色を発熱層４の色と同じにしたりすることもできる。保
護層５を発熱層４と同色にすれば、電磁調理器用鍋１の外底面部分において、発熱層４お
よび非発熱部６の配置形状が目立たなくなるため、外観性が向上するという効果も得られ
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る。
【００３４】
　ここで、図３を参照して、電磁調理器用鍋１を構成する発熱層４および保護層５に関す
るその他の実施の形態について説明する。図３は、図１に示す電磁調理器用鍋１を構成す
る発熱層および保護層に関するその他の実施の形態を示す垂直断面図である。
【００３５】
　図３（ａ）に示す電磁調理器用鍋８においては、鍋本体９の外底面および内底面の両方
に発熱層４および発熱層４を被覆する保護層５を形成し、図３（ｂ）に示す電磁調理器用
鍋１０においては、鍋本体１１の内底面のみに発熱層４およびこれを被覆する保護層５を
形成している。発熱層４および保護層５の形状および機能については、図１，図２に示す
電磁調理器用鍋１の場合と同様である。
【００３６】
　図３（ａ）に示す電磁調理器用鍋８では鍋本体９の外底面および内底面の両方に発熱層
４および保護層５を形成しているため、発熱量が多く、食材Ｆを素早く加熱調理すること
ができる。また、外底面および内底面の両方に発熱層４があるので、それぞれの発熱層４
を薄くしても十分な発熱量を得ることができ、発熱層４を薄膜化することによってクラッ
クや亀裂を防ぐことができるという効果もある。
【００３７】
　一方、図３（ｂ）に示す電磁調理器用鍋１０では鍋本体９の内底面のみに発熱層４およ
び保護層５を形成しているため、発熱層４が食材に近い位置に存在することとなる結果、
食材Ｆを早く加熱することができるという効果が得られる。なお、この電磁調理器用鍋１
０および前述した電磁調理器用鍋８に関するその他の機能、効果については、前述した電
磁調理器用鍋１と同様である。
【００３８】
　次に、図４を参照して、本発明の第２実施形態である電磁調理器用鍋２０について説明
する。図４は本発明の第２実施形態である電磁調理器用鍋を示す底面図である。なお、電
磁調理器用鍋２０の構成部分において、前述した電磁調理器用鍋１の構成部分と同じ機能
、効果を発揮する部分については図４において図１，図２と同じ符号を付して説明を省略
する。
【００３９】
　本実施形態の電磁調理器用鍋２０においては、鍋本体２１の外底面に径の異なるドーナ
ツ状の発熱層２４ａ，２４ｂ，２４ｃを同心円状に配置し、これらの発熱層２４ａ，２４
ｂ，２４ｃの間に、２つの非発熱部２６ａ，２６ｂを同心円状に配置し、これらの発熱層
２４ａ，２４ｂ，２４ｃおよび非発熱部２６ａ，２６ｂを被覆するように保護層２５が形
成されている。また、発熱層２４ａの内周縁２４ｄより内側の領域および発熱層２４ｃの
外周縁２４ｅと高台２１ａとの間の領域では、鍋本体２１を直接保護層２５が被覆してい
る。
【００４０】
　なお、発熱層２４ａ，２４ｂ，２４ｃは緻密な性状であるため、図４ではこれらを全面
黒色で表示すべきであるが、図面表示の都合上（全面黒色にすると非発熱部２６ａ，２６
ｂを示す引き出し線などが発熱層２４ｂ，２４ｃと一体化して見えなくなるため）、発熱
層２４ａ，２４ｂを細かな点の分布により表示している。
【００４１】
　電磁調理器用鍋２０においては、発熱層２４ａ，２４ｂ，２４ｃの間に、２つの非発熱
部２６ａ，２６ｂが同心円状に配置されているため、鍋本体２１の底部の半径方向に進行
するクラックや亀裂を効果的に防止することができる。また、斑点状の非発熱部を設けた
前述の電磁調理器用鍋１と比べた場合、クラックや亀裂がどの場所で発生しても、その半
径方向の進行を最小限に食い止めることができる、という効果が得られる。さらに、発熱
層２４ａ，２４ｂ，２４ｃがそれぞれ独立しているので、これらの個数を増減させること
によって、鍋本体２１の底部の直径の大小に容易に対応することができる、という製造工
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【００４２】
　なお、本実施形態では、発熱層２４ａ，２４ｂ，２４ｃおよび非発熱部２６ａ，２６ｂ
を鍋本体２１の外底面のみに配置しているが、これに限定するものではなく、図３で示し
たように、鍋本体２１の外底面および内底面の両方に配置したり、内底面のみに配置した
りすることも可能であり、それぞれ前述したような機能、効果を発揮する。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明に係る電磁調理器用鍋は、一般に使用されている電磁調理器で加熱調理を行う場
合に広く利用することができるほか、ガスコンロ、電子レンジ、オーブン、ハロゲンヒー
タなどの加熱調理器にも利用することができ、焼く、煮る、炊く、蒸す、湯煎などの様々
な加熱調理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の第１実施形態である電磁調理器用鍋を示す垂直断面図である。
【図２】図１に示す電磁調理器用鍋の底面図である。
【図３】図１に示す電磁調理器用鍋を構成する発熱層および保護層に関するその他の実施
の形態を示す垂直断面図である。
【図４】本発明の第２実施形態である電磁調理器用鍋を示す底面図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１，８，１０，２０　電磁調理器用鍋
　２，９，１１，２１　鍋本体
　２ａ，９ａ，１１ａ，２１ａ　高台
　３　取っ手
　４，２４ａ，２４ｂ，２４ｃ　発熱層
　４ａ，２４ｄ　内周縁
　４ｂ，２４ｅ　外周縁
　５，２５　保護層
　６，２６ａ，２６ｂ　非発熱部
　７　電磁調理器
　Ｆ　食材



(8) JP 4159426 B2 2008.10.1

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(9) JP 4159426 B2 2008.10.1

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０００－２３７０４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６１－１８３０９７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００２－２５５６２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０１９０６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－１９０２８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２４５１９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平９－２４８２４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２０４８７２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４７Ｊ　　２７／００　　　　
              Ｈ０５Ｂ　　　６／１２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

